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上記の事項につきましては、法令および当社定款第 14 条第 2 項の規定に基づき、書面交付

請求をいただいた株主の皆様に対して交付する書面には記載しておりません。 



会社の体制および方針 
 

 
（１）業務の適正を確保するための体制 

当社は、当社ならびにその子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」といいます。）において、取締

役の職務執行が法令および定款に適合すること、ならびに当社グループの業務が適正に行われることを確保

するために必要な体制の整備に関し、会社法および会社法施行規則に基づいて、取締役会において次のよう

に決議しております。 

① 当社グループにおいて、取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制 

(i) 「企業理念」および「行動指針」に則り、当社グループの取締役および使用人に対し、法令遵

守および企業倫理の徹底を図るため、関連する法令の周知、社内規程・マニュアルの整備、コ

ンプライアンス意識の向上に努める。 

(ii) コンプライアンスの取組みに関する基本的事項を定める「コンプライアンス規程」を制定し、

これをコンプライアンスに関する基本的な規程と位置づけ、全取締役および全使用人に対し本

規程の遵守の周知徹底を図るとともに、コンプライアンス体制を構築する。 

(iii) コンプライアンスの取組み全般に関する企画立案、個別課題についての協議・決定を行う組織

として、「コンプライアンス委員会規程」に基づき社長を委員長とするコンプライアンス委員

会を取締役会の下に設置し、当社グループのコンプライアンス体制の強化・推進に努める。 

(iv) 被監査部門から独立した社長直轄の内部監査組織として、「内部統制室」を設置し、「内部監

査規程」に基づいて、当社グループにおける法令・定款・社内諸規程の遵守、業務の効率性、

不正、誤謬について監査し、内部統制の適正性および有効性を当社の戦略に照らして客観的か

つ公平に検証し、その結果に基づく改善提案を通じて、経営の健全性および効率性の向上に努

める。 

(v) コンプライアンスに関する情報については、相談・通報の窓口を通して使用人が直接通報を行

う手段を確保し、不祥事や事故の未然防止や早期発見・是正を目的として、「企業倫理ヘルプ

ライン規程」に基づき、当社および子会社を対象とした内部通報制度（企業倫理ヘルプライ

ン）を設置する。 
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

(i) 株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書などの取締役の職務執行に係る文書、資料や情報に

ついては、法令および「文書管理規程」に基づき適切に保存および管理を行う。 

(ii) 上記の情報の保存および管理は、取締役および監査役が常時閲覧できる状態にする。 

③ 当社グループにおいて、損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(i) リスクマネジメントに関する「リスク管理基本規程」を制定し、これをリスクマネジメントに

関する基本的な規程と位置づけ、全取締役および全使用人に対し本規程の遵守の周知徹底を図

るとともに、リスク管理体制を構築する。 

(ii) リスク管理推進に関わる課題・対応策を協議・承認する組織として、「リスク管理委員会規

程」に基づき社長を委員長とするリスク管理委員会を取締役会の下に設置し、平常時における

当社グループのリスク管理の推進に努める。 

(iii) 大規模な事故、災害、不祥事等が発生したときは、「危機管理基本規程」に基づき緊急時対策

本部を直ちに設置し迅速に対応する体制を取る。 

④ 当社グループにおいて、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(i) 定例の取締役会を原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重

要事項の決定ならびに各取締役の業務執行状況の監督等を行う。 

(ii) 会社の経営組織、業務分掌および職務権限に関する基本事項を定め、指揮、命令系統の明確化

および責任体制の確立を図るため「組織規程」の整備に努める。 

(iii) 業績の目標管理を徹底し経営効率の向上を図るため、社長を議長として、当社および子会社の

一定の役職者以上で構成する、半期決算および年度予算に対する業績の進捗状況を検証する経

営会議、加えて中期経営計画「Challenge Next 100」の進捗状況および今後の戦略について検

証するCN100会議を原則として各々半期ごとに開催する。また、当社グループ各社ごとに、社

長を議長として、各社の一定の役職者以上で構成する報告会を原則として３ヶ月に２回開催す

る。 

(iv) 子会社における取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、上記(ⅰ)および



(ⅱ)について、子会社は当社に準拠した体制を取る。 

⑤ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、各子会社において経営上の重要事態が発生した場合や重要事

項を決定する場合には、「関係会社管理規程」の定めにより、当社への報告・承認を要する体制を構

築する。 

⑥ 当社グループにおいて、業務の適正を確保するための体制 

(i) 当社は、グループとしての業務の適正性を確保するため、「関係会社管理規程」を整備し、こ

の規程に則ったグループ経営を推進する。 

(ii) 各子会社は、当社の指導・助成により、自主性を保持しつつ当社に準拠したリスク管理および

コンプライアンス体制を構築する。 

(iii) 上記(ⅰ)および(ⅱ)に基づき、当社の内部統制室は、子会社のコンプライアンスおよび経営の

効率性等について、適宜監査を行う。 

(iv) 当社の取締役は、グループ経営会議を定期的に開催し、情報の共有化を図るとともに、グルー

プとしてのリスク管理およびコンプライアンス体制の整備と経営の効率化に努める。 

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合において、当該使用人に関する事項、

当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する監査役の指示の実効性確保に関

する事項 

(i) 内部統制室等に属する使用人は、「組織規程」「内部監査規程」の定めにより、必要に応じて

監査役の監査業務を補助することができる。 

(ii) 使用人に対する監査役からの指示の実効性を確保するため、監査役より監査業務に必要な命令

を受けた使用人は、「組織規程」「内部監査規程」の定めにより、その命令に関して取締役の

指揮命令は受けないものとする。 

⑧ 当社の監査役に報告するための体制 

(i) 当社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制 

（イ） 取締役は、その職務の執行状況について、取締役会等の重要会議を通じて監査役に定

期的に報告を行うほか、必要の都度、遅滞なく報告する。 

（ロ） 取締役および使用人は、監査役が事業の報告を求めた場合、または監査役が当社グル

ープの業務および財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。 

（ハ） 取締役は、会社に著しい損害を及ぼした事実または及ぼすおそれのある事実を発見し

た場合、ならびに法令等の違反行為を発見した場合、直ちに監査役に報告する。 

（ニ） 企業倫理ヘルプラインの担当部門は、取締役および使用人からの内部通報の状況につ

いて、通報者の匿名性に必要な処置をしたうえで、当社の監査役および取締役会に対

して報告する。 

(ii) 子会社の取締役等および使用人、またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役に報

告するための体制 

（イ）  子会社の取締役等および使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報

告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。 

（ロ） 子会社の取締役等および使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事

実については、これを発見次第、直ちに当社の子会社を管理する部門へ報告を行うか、

または企業倫理ヘルプラインに通報する。 

（ハ） 当社の内部統制室は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、子会社における内

部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。 

（ニ） 企業倫理ヘルプラインの担当部門は、子会社の取締役等および使用人からの内部通報の

状況について、通報者の匿名性に必要な処置をしたうえで、当社の監査役および取締役

会に対して報告する。 

(iii) 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保

するための体制 

監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない旨を「組織規

程」「関係会社管理規程」において規定し、監査役への報告が阻害されない体制を確保する。 

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる

費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

(i) 監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、担当部門に

おいて審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないこ

とを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 



(ii) 監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。 

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(i) 監査役は、取締役会に出席するとともに、原則として半期ごとに開催する、半期決算および年

度予算に対する業績の進捗状況を検証する経営会議および中期経営計画「Challenge Next 

100」の進捗状況および今後の戦略について検証するCN100会議、またリスク管理委員会やコン

プライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役および使用人の職務執行を監査できる。 

(ii) 監査役は、稟議書等の会社としての意思決定に係る重要な書類を閲覧し、いつでも取締役およ

び使用人から説明を受けることができる。 

(iii) 監査役は、会計監査人や内部統制室と定期的な会合をもつなど、緊密な連携を図るとともに、

必要に応じて会計監査人、弁護士、その他外部の専門家の意見を聞き情報交換を行うなど、連

携を図る。 
 
（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況 

① 当社では、内部統制システム構築の基本方針を定め、同基本方針の下で当社および子会社の内部統制

システムを整備しております。関係諸規程に基づく組織的なグループ管理がなされており、必要に応

じ改善措置を講じるほか、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行っています。 

② 当社グループ全体の報告体制として、各部署・子会社においてその適切な運用に努めるとともに、グ

ループに重大な影響を及ぼす事項・著しい損失の危機・コンプライアンスに係る疑義等が当社代表取

締役・監査役に報告されるよう関係諸規程にて規定し運用を行っております。 



 
連結株主資本等変動計算書 

（2025年４月１日～2026年３月31日） 

 
（単位：百万円） 

 
株   主   資   本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 3,000 6,106 27,567 △3,526 33,147 

当期変動額      

剰余金の配当   △1,548  △1,548 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

  2,069  2,069 

自己株式の取得    △497 △497 

自己株式の処分  11  28 40 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額）      

当期変動額合計 ― 11 520 △469 62 

当期末残高 3,000 6,118 28,087 △3,995 33,210 
 

 

その他の包括利益累計額 
非支配 
株主持分 

純資産合計 その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

為替換算 
調整勘定 

退職給付に係る 
調整累計額 

その他の包括 
利益累計額合計 

当期首残高 17,742 △12 △52 7 17,684 346 51,178 

当期変動額        

剰余金の配当       △1,548 

親会社株主に帰属する 
当期純利益       2,069 

自己株式の取得       △497 

自己株式の処分       40 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

4,095 48 746 △1 4,888 15 4,903 

当期変動額合計 4,095  48 746 △1 4,888 15 4,966 

当期末残高 21,837 36 694 5 22,573 362 56,145 
 



 

連 結 注 記 表 
  

 

 

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 
1. 連結の範囲に関する事項 
(1)連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

連結子会社の数 14社 

 主要な連結子会社の名称  
三共生興ファッションサービス株式会社、DAKS SIMPSON LIMITED、LEONARD FASHION SAS 他

11社 
当連結会計年度より、Sankyo Seiko（Taiwan）Co., Ltd.を設立したため、連結の範囲に含

めております。 
また、三共生興アパレルファッション株式会社は、三共生興株式会社を吸収合併存続会社と

する吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。 
 

(2)非連結子会社の名称等 
LEONARD Inc. 
非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益、利益剰余金等は、いず

れも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。 
 

2. 持分法の適用に関する事項 
該当事項はありません。 

 
3. 会計方針に関する事項 
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券の評価基準及び評価方法 
(イ)満期保有目的の債券 
   償却原価法（定額法）を採用しております。 
(ロ)その他有価証券 

・市場価格のない株式等以外のもの 
決算期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。 
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定して
おります｡） 

・市場価格のない株式等 
移動平均法による原価法を採用しております。 

②棚卸資産の評価基準及び評価方法 
主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております

が、一部連結子会社では先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を
採用しております。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 
①有形固定資産 
(イ)有形固定資産（リース資産、使用権資産を除く） 

当社及び国内連結子会社は定率法を採用し、在外連結子会社は定額法を採用しております。 
ただし、当社及び国内連結子会社は1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額
法を採用しております。 

(ロ)リース資産 
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法を採用しております。 
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
     (ハ)使用権資産 
        リース期間に基づく定額法を採用しております。 

②少額減価償却資産 
当社及び国内連結子会社は取得価額が10万円以上20万円未満の資産については主として３年

間で均等償却する方法を採用しております。 
③無形固定資産 

定額法を採用しております。 
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく
定額法を採用しております。 
また、商標権（耐用年数を確定できないものを除く）については、効果の及ぶ期間（10年）
に基づく定額法によっております。 

④長期前払費用 
効果の及ぶ期間に応じて均等償却する方法を採用しております。 



 

(3)重要な引当金の計上基準 
貸倒引当金 
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、主として一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。 

(4)その他連結計算書類の作成のための重要な事項 
①連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、SANKYO SEIKO (MACAU) CO., LTD.、LEONARD FASHION SAS、LEONARD 
PARFUMS SAS、LEONARD ITALIE S.R.L.、LEONARD SHANGHAI LIMITEDの決算日は、12月31日であ
ります。 
SANKYO SEIKO（MACAU）CO.,LTD.、LEONARD SHANGHAI LIMITEDについては、連結計算書類の

作成にあたり、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しており、その他の
決算日が12月31日の連結子会社については、連結計算書類の作成にあたり、同日現在の計算書
類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行ってお
ります。 
なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 

②退職給付に係る会計処理の方法 
ａ 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準によっております。 

ｂ 数理計算上の差異の費用処理方法 
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か
ら費用処理しております。 

ｃ 小規模企業等における簡便法の採用 
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度

については、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度に
ついては、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡
便法を適用しております。 

③ヘッジ会計の方法 
ａ ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為
替予約については振当処理によっております。 

ｂ ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段…為替予約 
ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務 

ｃ ヘッジ方針 
外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。 

ｄ その他リスク管理方針のうちヘッジ会計に係るもの 
実需取引の範囲内で行われる為替予約取引について、各関係部門からの報告に基づき、

当社本社ホールディングス部門において残高等を一括管理しております。 
④重要な収益及び費用の計上基準 

 当社グループは、主に店頭販売等による商品の販売、製品OEMによる製品の販売、ライセン

スビジネスによる役務の提供、イベントホール等の不動産関連事業における役務の提供及びオ

フィスビル等の不動産賃貸を行っております。 

   商品または製品の販売に係る収益は、顧客との販売契約に基づいて商品または製品を引き渡

す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品または製品を引き渡す一時点において、

顧客が当該商品または製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認

識しております。 

   ライセンスビジネスによる役務の提供に係る収益は、当社グループがブランドの価値を補強

または維持する継続的活動を行うことが契約により定められていることから、当該契約は、一

定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認

識しております。 

イベントホール等の不動産関連事業における役務の提供に係る収益は、顧客との契約に基づ

いて役務を提供する履行義務を負っております。当該契約は、一定の期間にわたり履行義務を

充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。 

不動産の賃貸は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づき収益を

認識しております。 

   なお、取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含

まれておりません。 

 

 

 



 

２．会計方針の変更に関する注記 

（売上高、販売費及び一般管理費の計上方法の変更） 

三共生興株式会社及び三共生興ファッションサービス株式会社において、従来、一部の販売先に

ついて販売先から受け取る対価の額を収益として認識しておりましたが、最終消費者に対する販売

価額を収益として認識する方法に変更しております。 

この変更は、台北支店を現地法人化したことを契機として、「顧客」の定義を再検討した結果で

あり、当社グループの経営成績についてより有用な情報を提供できると判断したことによるもので

あります。 

当該会計方針の変更は遡及適用しておりますが、当連結会計年度の期首の純資産に対する累積的

影響額はありません。 

 

３．表示方法の変更に関する注記 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「有価証券」は、金額的重要

性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反

映させるため、前連結会計年度の連結計算書類の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示してい

た316百万円は、「有価証券」100百万円、「その他」216百万円として組み替えております。 

 

４．会計上の見積りに関する注記 

   会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、

翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

 

1．商品及び製品 2,555 百万円 

商品及び製品の貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しており、

期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸

借対照表価額としております。 

正味売却価額の見積りには、商品及び製品の将来の販売単価及び将来の販売見込数量という

重要な仮定が含まれますが、これらは将来需要や市場状況、販売戦略の変化などの影響を受け

る可能性があり、実際の販売単価及び販売数量が見積りと異なった場合、翌期の連結計算書類

において、商品及び製品の金額に重要な影響を与える可能性があります。 

 

2．商標権 4,279 百万円、減損損失 881 百万円 

連結子会社である DAKS SIMPSON LIMITED は DAKS ブランドにかかる商標権を保有しており、

LEONARD FASHION SAS は LEONARD ブランドにかかる商標権を保有しております。 

DAKS ブランドにかかる商標権の減損テストにおいては、公正価値と帳簿価額を比較しますが、

商標権の公正価値は使用価値により測定しており、使用価値は DAKS SIMPSON LIMITED の将来

計画に基づく割引後将来キャッシュ・フローにより算定しております。当該見積りには、DAKS 

SIMPSON LIMITED の収益見込及び営業費用見込並びに割引率という仮定が含まれるため、実際

の収益及び営業費用並びに割引率が見積りと異なった場合、翌期の連結計算書類において、商

標権の金額に重要な影響を与える可能性があります。 

LEONARD ブランドにかかる商標権については、減損の兆候を識別した場合には、商標権を含

む資産グループの割引前将来キャッシュ・フローを帳簿価額と比較して減損損失の認識の要否

を判定し、減損損失の認識が必要と判定された場合には商標権を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として認識しております。今後の経営環境等の変化により将来キャッシ

ュ・フロー見込と実績が大きく異なる結果となった場合、翌期の連結計算書類において、商標

権の金額に重要な影響を与える可能性があります。 

なお、当連結会計年度における計上額は「６．連結損益計算書に関する注記 減損損失」に記

載しております。 

 

５．連結貸借対照表に関する注記 

   有形固定資産の減価償却累計額         18,509百万円 

 

 

 

 

 

 

 



 

６．連結損益計算書に関する注記 

減損損失 

                                     （単位：百万円） 

用 途 種類 場所 減損損失 

販売店舗 

建物及び構築物 東京都渋谷区他 157 

工具、器具及び備品 東京都渋谷区他 17 

長期前払費用 東京都渋谷区他 4 

使用権資産 香港 50 

事業用資産 

その他(無形固定資産) 東京都目黒区 61 

商標権 ロンドン 858 

その他(無形固定資産) パリ 353 

商標権 パリ 22 

計   1,526 

当社グループは、事業別を基本とし、賃貸用資産及び遊休資産等については、それぞれの物件

ごとにグルーピングを行っております。 

販売店舗の資産グループについては、閉鎖が決定した店舗や営業活動から生じる損益が継続し

てマイナスとなった店舗について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当期減少額を減損損失

として計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャ

ッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しており

ます。 

事業用資産の資産グループについては、英国の連結子会社であるDAKS SIMPSON LIMITEDの商標

権について、英国国債金利の上昇に伴う割引率の上昇を反映し、今後の事業計画に基づき将来の

回収可能価額を測定した結果、回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。また、フランスの連結子会社で

あるLEONARD FASHION SASの商標権及びのれん（その他無形固定資産）並びに株式会社Twelveの

のれん（その他無形固定資産）について、業績が事業計画を下回って推移しており、当初想定し

ていた収益が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャ

ッシュ・フローを7.1％～15.0％の割引率で割り引いて算定しております。 

 

７．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 46,000,000 ― ― 46,000,000 

 

2. 自己株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 7,778,209 651,245 62,885 8,366,569 

   
（変動事由の概要） 

    増加の内訳は、次のとおりであります。 
     取締役会決議に基づく買受けによる増加                650,700株 
          単元未満株式の買取による増加                               32株 
          譲渡制限付株式の無償取得による増加                        513株 
        減少の内訳は、次のとおりであります。 
     譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少    62,885株 
    

 

 

 

 

 



 

3. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 
 

決  議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基 準 日 効力発生日 

2025年６月20日 

定時株主総会 
普通株式 1,031 27.00 2025年３月31日 2025年６月23日 

2025年11月６日 

取締役会 
普通株式 516 13.50 2025年９月30日 2025年12月８日 

 

4. 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

次のとおり決議を予定しております。 

決  議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 

(百万円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基 準 日 効力発生日 

2026年６月19日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 508 13.50 2026年３月31日 2026年６月22日 

 

８．金融商品に関する注記 

1．金融商品の状況に関する事項 

当社グループは、必要資金につきましては銀行借入によっております。 
また、一時的な余資につきましては、安全性の高い金融資産で運用しております。 
デリバティブ取引については、実需取引の範囲内で、為替変動のリスクを回避するために利用

し、投機的な取引は行っておりません。 
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関

しては、当社グループの「国内（海外）取引に関する信用管理規程」に従い、取引先ごとの与信
管理を行い、信用状況を定期的に把握する体制をとっております。また、外貨建ての営業債権は
為替変動リスクに晒されておりますが、当社グループの「為替予約規程」に従い、実需取引の範
囲内で為替予約により、為替変動のリスクをヘッジしております。 
投資有価証券は株式及び満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスク及び信用リスク等

に晒されていますが、上場株式については定期的に時価及び財務状況を把握し、また、非上場株
式については定期的に財務内容を確認し、リスクに備えております。満期保有目的の債券は、格
付の高い債券を対象としているため、信用リスクは僅少であります。 
営業債務である支払手形及び買掛金は１年以内の支払期日であり、その決済時の流動性リスク

については、資金繰計画を立て対応しております。また、外貨建ての営業債務は為替変動リスク
に晒されておりますが、当社グループの「為替予約規程」に従い、実需取引の範囲内で為替予約
により、為替変動のリスクをヘッジしております。 
短期借入金は金利変動のリスクに晒されておりますが、主として営業取引に係るものであり、

金利動向を随時把握し、適切に管理しております。 
長期借入金は、固定金利での調達により、金利変動リスクを回避しております。 
為替の変動リスクに備えるためのデリバティブ取引の執行、管理については、取引権限を定め

た社内規程に従っており、また、デリバティブの利用に当たっては、信用リスクを軽減するため
に、格付けの高い金融機関と取引を行っております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2．金融商品の時価等に関する事項 

2026年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表に含めておりません

（（注１）を参照ください。）。また、現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券（合同運用

指定金銭信託）、支払手形及び買掛金、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に

近似することから、注記を省略しております。また、長期預金、長期借入金（１年内返済予定の

長期借入金を含む）、リース債務については、重要性が乏しいことから、記載を省略しておりま

す。 
(単位：百万円) 

   

 
連結貸借対照表 

計上額 
時 価 差 額 

有価証券及び投資有価証券    

① 満期保有目的の債券（注２） 1,605 1,584 △21 

② その他有価証券 36,856 36,856 ― 

資産計 38,462 38,441 △21 

デリバティブ取引（注３） 

① ヘッジ会計が適用されているもの 

 

53 

 

53 

 

― 

デリバティブ取引計 53 53 ― 

 

（注１）市場価格のない株式等 

                              (単位：百万円) 

区分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 140 

    これらについては、「その他有価証券」には含めておりません。 

 

（注２）満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 １年内 １年超 

５年内 

５年超 

10年内 

10年超 

有価証券及び投資有価証券     

 満期保有目的の債券 

  合同運用指定金銭信託 

499 

500 

1,106 

― 

― 

― 

― 

― 

（注３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の

債務となる項目については、（ ）で示しております。 

 

3．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

  金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の
３つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定し
た時価 

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて
算定した時価 

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 
 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(1)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

          （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券及び投資有価証券     

 その他有価証券     

  株式 36,856 ― ― 36,856 

デリバティブ取引     

 通貨関連 ― 53 ― 53 

資産計 36,856 53 ― 36,909 

 

(2)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

          （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券及び投資有価証券     

  満期保有目的の債券     

  地方債・公債等 ― 97 ― 97 

  社債 ― 1,487 ― 1,487 

資産計 ― 1,584 ― 1,584 

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

 

   有価証券及び投資有価証券 

     上場株式、地方債・公債等及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な
市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保
有している地方債・公債等及び社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格
とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。 

      
    デリバティブ取引 

 為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて算定しており、レベル２の
時価に分類しております。 
 

９．賃貸等不動産に関する注記 

1．賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社及び一部の連結子会社では、東京都や大阪市などの主要都市を中心に、賃貸オフィスビル、

賃貸マンション、賃貸商業施設等を所有しております。 

これら賃貸等不動産に関する連結貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりであ

ります。 

 

2．賃貸等不動産の時価等に関する事項 

                                                              (単位：百万円) 

連結貸借対照表計上額 
当期末の時価 

当期首残高 当期増減額 当期末残高 

11,598 156 11,755 27,643 
 

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 
（注２）当期増減額のうち、主な増加額は更新による建物附属設備の固定資産取得（599百万円）で

あり、主な減少額は減価償却費（343百万円）及び賃貸等不動産から事業用不動産への振替
額（98百万円）であります。 

（注３）当期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基
づく金額、その他の物件については、「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した
金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。 

 
 
 
 



 

 

また、当該賃貸等不動産に関する2026年３月期における損益は、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

賃貸収益(イ) 賃貸費用(ロ) 損益(イ)－(ロ) その他損益 

1,744 975 768 0 
 

（注）賃貸費用には、減価償却費、修繕費、租税公課、不動産管理料等が含まれております。 

 

１０．収益認識に関する注記 

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 
   （単位：百万円） 

 

報告セグメント 

合計 ファッション 
関連事業 

繊維 
関連事業 

不動産 
関連事業 

店頭販売等 9,100 ― ― 9,100 

製品OEM ― 9,269 ― 9,269 

イベントホール等 ― ― 1,043 1,043 

その他 2,120 997 ― 3,117 

 顧客との契約から生じる収益 11,220 10,267 1,043 22,530 

その他の収益 ― ―    1,454 1,454 

外部顧客への売上高 11,220 10,267 2,497 23,984 

 

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な

事項に関する注記等 ３．会計方針に関する事項 (4) その他連結計算書類の作成のための重要な

事項 ④重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。 

 

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに

当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれ

る収益の金額及び時期に関する情報 

 

(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等 

（単位：百万円） 

 当連結会計年度 

顧客との契約から生じた債権 4,031 

契約負債 230 

契約負債は、主にライセンスビジネス及び商品の販売に係る顧客からの前受金に関連するもので

あり、流動負債の「その他」に含まれております。 

契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。 

当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、

178百万円です。 

 

 

(2)残存履行義務に配分した取引価格 

 

       残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は以下のとおりです。 

   なお、個別の予約契約期間が１年以内の取引は含みません。 

（単位：百万円） 

 当連結会計年度 

１年以内 1,491 

１年超２年以内 1,409 

２年超３年以内 482 

３年超４年以内 10 

４年超５年以内 ― 

５年超 ― 

合計 3,394 

 

 



 

 

１１．１株当たり情報に関する注記 

1. １株当たり純資産額 1,482円28銭 

2. １株当たり当期純利益 54円29銭 

 

１２．企業結合等に関する注記 

（連結子会社の吸収合併） 

 当社は、2025年１月６日の取締役会において、2025年４月１日を効力発生日として、当社を吸収合

併存続会社、当社の連結子会社である三共生興アパレルファッション株式会社を吸収合併消滅会社と

する吸収合併を行うことを決議し、2025年４月１日付けで吸収合併を行いました。 

 

１ 企業結合の概要 

(１) 吸収合併消滅会社の名称及びその事業の内容 

吸収合併消滅会社の名称  三共生興アパレルファッション株式会社 

事業の内容        繊維衣料製品のOEM事業を中心とした繊維事業全般 

 

(２) 企業結合日 

 2025年４月１日 

 

(３) 企業結合の法的形式 

 当社を存続会社、三共生興アパレルファッション株式会社を消滅会社とする吸収合併 

 

(４) 結合後企業の名称 

 三共生興株式会社 

 

(５) その他の取引の概要に関する事項 

 当社は、2008年に分社化により三共生興アパレルファッション株式会社を設立し、繊維衣料製

品のOEM事業を中心とした繊維関連事業の高効率経営にこれまで注力してまいりました。 

 今般、製品OEM事業における受注競争が加速する事業環境において、グローバルな市場や顧客

の拡大を目指すべく「OEMビジネスモデルの変革」への追求が経営課題となっております。また、

繊維・アパレル業界を取り巻く環境が大きく変化する中で、更なる強固な経営体制の構築を目指

し、中長期的に一体運営が必要との認識により、同社を吸収合併することといたしました。 

 

２ 会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16

日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施しております。 

 

 

（連結子会社であるSankyo Seiko (Taiwan) Co., Ltd.への事業譲渡） 

当社は、台湾に現地法人を設立し、2025年12月1日付けで当社台北支店の業務を移管いたしました。 

 

１ 企業結合の概要 

(１) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容 

① 結合当事企業 

事業譲受企業 Sankyo Seiko (Taiwan) Co., Ltd. 

事業譲渡企業 三共生興株式会社 

② 譲渡する事業の内容 

当社台北支店で展開していた台湾向けファッション関連事業 

 

(２) 企業結合日 

 2025年12月１日 

 

(３) 企業結合の法的形式 

 事業譲渡 



 

 

(４) 結合後企業の名称 

 変更はありません。 

 

(５) その他の取引の概要に関する事項 

 当社は、1981年10月より台湾に台北支店を設置し、当社のブランドである「DAKS」「LEONARD」製

品の販売を中心に事業展開を図ってまいりました。 

 第２次中期経営計画「CHALLENGE NEXT 100」の基本戦略である「グローバルなブランドビジネス

の拡大」の一環として、現地での迅速な意思決定、リスクの有限化を図り、台湾内でのより一層の

収益力向上・事業展開の拡大に向けて、現地法人を設立し、当社台北支店の業務を移管することと

いたしました。 

 

２ 会計処理の概要 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）

に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施しております。 

 



 

株主資本等変動計算書 

（2025年４月１日～2026年３月31日） 

 
（単位：百万円） 

 

 株  主  資  本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計 

圧縮記帳 
積立金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

当期首残高 3,000 6,044 ― 6,044 750 658 12,350 11,317 25,076 

当期変動額          

剰余金の配当         △1,548 △1,548 

当期純利益        5,453 5,453 

自己株式の取得          

自己株式の処分   11 11      

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額) 

         

当期変動額合計 ― ― 11 11 ― ― ― 3,904 3,904 

当期末残高 3,000 6,044 11 6,056 750 658 12,350 15,221 28,980 
  

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
自己株式 株主資本合計 

その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 △3,526 30,594 17,682 1 17,683 48,278 

当期変動額       

剰余金の配当  △1,548    △1,548 

当期純利益  5,453    5,453 

自己株式の取得 △497 △497    △497 

自己株式の処分 28 40    40 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額) 

  4,133 34 4,168 4,168 

当期変動額合計 △469 3,446 4,133 34 4,168 7,615 

当期末残高 △3,995 34,041 21,816 36 21,852 55,893 

 

 



 

個 別 注 記 表 
  

 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

1. 資産の評価基準及び評価方法 
(1)有価証券の評価基準及び評価方法 
   ①満期保有目的の債券 
    償却原価法（定額法）を採用しております。 

②子会社株式 
移動平均法による原価法を採用しております。 

③その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。 

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定してお
ります。） 

市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法を採用しております。 

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法 
総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。 

 
2. 固定資産の減価償却の方法 
(1)有形固定資産 

定率法を採用しております。 
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以

降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 
(2)少額減価償却資産 

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については３年間で均等償却する方法を採用しており
ます。 

(3)無形固定資産 
定額法を採用しております。 
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間 (５年）に基づく定

額法を採用しております。 
(4)長期前払費用 

効果の及ぶ期間に応じて均等償却する方法を採用しております。 
 

3. 引当金の計上基準 
(1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(2)退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し

ております。 
①退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。 

②数理計算上の差異の費用処理方法 
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。 
未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なっております。 

 
  4．収益及び費用の計上基準 

当社は、主に商品の販売、製品OEMによる製品の販売、ライセンスビジネスによる役務の提供及
びオフィスビル等の不動産賃貸を行っております。 

     商品または製品の販売に係る収益は、顧客との販売契約に基づいて商品または製品を引き渡す履
行義務を負っております。当該履行義務は、商品または製品を引き渡す一時点において、顧客が当
該商品または製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しておりま
す。 

      ライセンスビジネスによる役務の提供に係る収益は、当社がブランドの価値を補強または維持す
る継続的活動を行うことが契約により定められていることから、当該契約は、一定の期間にわたり
履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。 

  不動産の賃貸は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づき収益を認識
しております。 

      なお、取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれ
ておりません。 



 

 
5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
(1) ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約について

は振当処理によっております。 
②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･･為替予約 
ヘッジ対象･･･外貨建金銭債権債務 

③ヘッジ方針 
外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。 

④その他リスク管理方針のうちヘッジ会計に係るもの 
実需取引の範囲内で行われる為替予約取引について、各関係部門からの報告に基づき、本社

ホールディングス部門において残高等を一括管理しております。 

 

２．会計方針の変更に関する注記 

（売上高、販売費及び一般管理費の計上方法の変更） 

従来、一部の販売先について販売先から受け取る対価の額を収益として認識しておりましたが、

最終消費者に対する販売価額を収益として認識する方法に変更しております。 

この変更は、台北支店を現地法人化したことを契機として、「顧客」の定義を再検討した結果で

あり、当社の経営成績についてより有用な情報を提供できると判断したことによるものであります。 

当該会計方針の変更は遡及適用しておりますが、当事業年度の期首の純資産に対する累積的影響

額はありません。 

 

３．表示方法の変更に関する注記 

（貸借対照表関係） 

前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「有価証券」は、金額的重要性が

増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させる

ため、前事業年度の計算書類の組替えを行っております。 

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた179百

万円は、「有価証券」100百万円、「その他」79百万円として組み替えております。 

 

４．会計上の見積りに関する注記 

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度

に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

 

関係会社株式 11,771 百万円 

 子会社である DAKS SIMPSON LIMITED 株式の評価にあたっては、DAKS SIMPSON LIMITED が保有し

ている商標権の評価額を実質価額の算定に加味しているため、商標権の公正価値が株式評価の重要

な要素となります。 

  また、子会社である LEONARD FASHION SAS 株式の評価にあたっては、LEONARD FASHION SAS が保

有している商標権の帳簿価額を実質価額の算定に加味しているため、商標権の帳簿価額が株式評価

の重要な要素となります。 

DAKS SIMPSON LIMITED の商標権の公正価値は使用価値により測定しており、使用価値は DAKS 

SIMPSON LIMITED の将来計画に基づく割引後将来キャッシュ・フローにより算定しております。当

該見積りには、DAKS SIMPSON LIMITED の収益見込及び営業費用見込並びに割引率が含まれるため、

実際の収益及び営業費用並びに割引率が見積りと異なった場合、翌期の計算書類において、関係会

社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。 

また、LEONARD FASHION SAS の商標権は、減損の兆候を識別した場合には、商標権を含む資産グ

ループの割引前将来キャッシュ・フローを帳簿価額と比較して減損損失の認識の要否を判定し、減

損損失の認識が必要と判定された場合には商標権を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として認識しております。今後の経営環境等の変化により将来キャッシュ・フロー見込と実績が

大きく異なる結果となった場合、翌期の計算書類において、関係会社株式の金額に重要な影響を与

える可能性があります。 

 

 

 

 

 

 



 

５．貸借対照表に関する注記 

1. 有形固定資産の減価償却累計額 12,994百万円 

  

2. 偶発債務 

下記の関係会社の営業債務について保証を行っております。 

 

手形保証  

三共生興ファッションサービス株式会社 43 〃 

 

3. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務 

短期金銭債権 1,625百万円 

短期金銭債務 238 〃 

長期金銭債務 87 〃 

  

６．損益計算書に関する注記 

1．関係会社との取引高 

営業取引による取引高 

   売上高  2,065百万円 

   仕入高  1,035  〃 

   販売費及び一般管理費  322  〃 

営業取引以外の取引による取引高      504  〃 

  

７．株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度末日における自己株式の種類及び株式数 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 7,778,209 651,245 62,885 8,366,569 

  （変動事由の概要） 
    増加の内訳は、次のとおりであります。 
     取締役会決議に基づく買受けによる増加                650,700株 
          単元未満株式の買取による増加                               32株 
     譲渡制限付株式の無償取得による増加                        513株 
        減少の内訳は、次のとおりであります。 
     譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少    62,885株 
 

８．税効果会計に関する注記 

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

関係会社株式評価損 1,003百万円 

未払事業税 

賞与引当金 

69 〃 

50 〃 

投資有価証券評価損 46 〃 

退職給付引当金 42 〃 

その他 60 〃 

繰延税金資産小計 1,273百万円 

評価性引当額 △1,081   〃  

繰延税金資産合計 192百万円 

 

繰延税金負債 

 

その他有価証券評価差額金 △9,963百万円 

圧縮記帳積立金認容 △302 〃  

その他 △16 〃 

繰延税金負債合計 △10,282百万円 

繰延税金負債の純額 △10,090百万円 

    



 

９．関連当事者との取引に関する注記 

該当事項はありません。 

 

１０．収益認識に関する注記 

（収益を理解するための基礎となる情報） 

収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記    4．収益及

び費用の計上基準」に記載のとおりです。 

 

１１．１株当たり情報に関する注記 

1. １株当たり純資産額 1,485円22銭 

2. １株当たり当期純利益 143円08銭 

  

１２．企業結合等に関する注記 

（連結子会社の吸収合併） 

 連結注記表（「12. 企業結合等に関する注記」）に同一の内容を記載しているため、注記を省略

しております。 

 

（連結子会社であるSankyo Seiko (Taiwan) Co., Ltd.への事業譲渡） 

 連結注記表（「12. 企業結合等に関する注記」）に同一の内容を記載しているため、注記を省略し

ております。 
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